
5 
 

４ 医療材料の安定供給に係る方策について 

 

(2) 供給が著しく困難で十分償還されていない医療機器については、平成20

年度制度改定において、その価格を上げることができるよう措置を講じた

ところであるが、当該措置の適用となる基準等の作成を検討するなど、よ

り適切な評価を行う仕組みを検討すべきではないか。 

 

 

（参考） 

 

Ⅰ 供給が著しく困難で十分償還されていない医療機器の償還価格見直しの基

準について（案） 

 

(ⅰ) 対象区分選定の基準 

 

 ア 代替するものがない特定保険医療材料であること 

 

イ 保険医療上の必要性が特に高いこと 

  （関係学会から医療上の必要性の観点からの継続供給要請があるもの等） 

  

ウ 継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと 

   （保険償還価格と市場実勢価格の乖離率が大きい場合を除く。） 

 

(ⅱ) 算定方法 

 

  ア 原価計算方式により算定 

 

(ⅲ) 手続き等 

 

   診療報酬改定時に実施 

 

 

 

 

 

 






